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問下水道課（☎ 826‐1111　内線2386）

９月10日は「下水道の日」です！

▲国土交通大臣賞を受賞した小野心粋さん

　下水道の日とは、下水道の役割や、下水道整備の重要性などについての理解と関心を深めることを目
的とした記念日です。下水道の大きな役割の一つに「雨水の排水」があります。９月10日は、ほぼ雑節の
二百二十日（天候が悪くなる農家の三大厄日の一つ）にあたる日で、台風などの大雨に備えるという趣旨で選
定されました。

　快適で豊かな生活環境を作り出し、私たちの大切な霞ヶ浦の自然を取りもどすために、下水道を整備していま
す。下水道が整備された地域では、台所やお風呂、トイレなどの排水を下水道に直接流せるように排水設備を設
置し、下水道へつないでください。

　台所やお風呂、洗濯などの雑排水を道路の側溝や水路などに流している家庭は、できるだけ早く下水道に直接
流す排水設備を設置しなければなりません。【下水道法第10条】

　下水道が整備され、利用が可能となった日から３年以内に下水道に接続する工事をする方に、工事費の一部を
補助します。詳しくはお問い合わせください。

　宅内の排水設備工事は、一定の技術基準に沿って正しく行われないとつまりの原因となります。また、適切な
事務手続きを行わないと料金トラブルなどが生じることがあります。必ず市に登録された「指定工事店」へお申し
込みください。

　下水道使用料は、各家庭から排出される汚水の量に基づき計算しています。毎月の汚水の量は、市の水道を使
用している家庭では水道メータの数値と同量とし、井戸水などを使用している家庭では、居住している人数×６
㎥としています。
　井戸水などを使用している家庭での人数に変更が生じた場合は、すみやかに届け出てください。

　平成28年度第56回下水道の日「下水道いろいろコンクール」で，９万点を超える応募作品の中から，市内
の児童・生徒の作品が次のとおり，受賞しました。（学年は応募当時）

●絵画・ポスター部門

小学校高学年の部　国土交通大臣賞　下高津小学校５年　小野心
こ い き

粋さん

●作文部門

小学校低学年の部　入選　東小学校１年　草間千
ち は る

晴さん

小学校高学年の部　入選　真鍋小学校５年　嶋田七
な な

菜さん

下水道が整備されたら早期の接続を

下水道に接続しましょう

工事費の一部を補助します

排水設備（水洗化）工事は指定工事店で

下水道使用料について

第56回下水道コンクール入賞者決定

◎浄化槽も改造工事を
　浄化槽を使用している家庭でも浄化槽を廃止して、下水道に直接流してください。
◎くみ取り式トイレは３年以内に水洗トイレに
　くみ取り式トイレを使用している家庭は、３年以内に下水道へ直接流す水洗トイレに改造しなければ なり
ません。【下水道法第11条の３】


